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幼児のつどい（カルタ遊び）

康
保
険
（
以
下
「
国
保
」
と
い

う
。
）
特
別
会
計
へ
の
繰
り
入

れ
に
対
す
る
今
後
の
対
策
は
。

答
弁

国
保
財
政
の
健
全
化

を
図
る
た
め
、
本
年
10
月
、
国

保
税
の
税
率
等
（
医
療
分
）
の

改
定
に
つ
い
て
国
保
運
営
協
議

会
に
諮
問
。
答
申
を
待
ち
検
討

し
て
い
き
た
い
。

―
―
財
政
危
機
宣
言
の
中

で
、
出
張
所
・
市
立
幼
稚
園
の

廃
止
、
市
立
保
育
園
・
学
童
保

育
所
・
児
童
館
の
民
間
委
託
の

考
え
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
18

年
度
以
降
の
後
期
基
本
計
画
を

示
す
時
期
は
。

答
弁

16
年
度
か
ら
策
定

し
、
17
年
９
月
公
表
を
目
標
に

作
業
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ

る
。◆

款
別
審
査

―
―
選
挙
に
関
し
、
①
開
票

作
業
の
一
部
に
20
代
の
若
年
層

を
雇
用
す
る
考
え
、
②
不
在
者

投
票
の
混
雑
解
消
策
を
伺
う
。

答
弁

①
他
の
市
町
村
で
例

は
あ
る
が
、
人
員
の
確
保
に
課

題
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
職
員

と
一
部
委
託
で
対
応
。
②
本
年

12
月
に
法
改
正
が
あ
り
、
現
行

の
二
重
封
筒
か
ら
直
接
投
票
箱

に
投
函
す
る
方
法
に
変
わ
る
。

―
―
雨
水
浸
透
桝
の
、
①
設

置
補
助
と
、
②
小
規
模
な
宅
地

開
発
へ
の
設
置
義
務
付
け
は
。

答
弁

①
13
年
度
に
東
京
都

の
補
助
が
打
ち
切
ら
れ
た
が
市

の
独
自
施
策
と
し
て
継
続
。
②

宅
地
開
発
指
導
要
綱
に
よ
り
500

㎡
以
上
の
開
発
は
、
設
置
の
指

導
を
し
て
い
る
。

―
―
中
学
校
給
食
に
つ
い

て
、
①
教
育
長
は
、
運
営
形
態

の
変
更
に
当
た
り
議
会
の
議
論

東
久
留
米
市
男
女
平
等
推
進

セ
ン
タ
U
条
例
は
、
12
月
11
日

の
総
務
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、

12
月
19
日
の
本
会
議
に
お
い
て

全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。本

案
は
、
東
久
留
米
市
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
の
促
進
を
図
る
た
め
、
施
設

の
設
置
お
よ
び
そ
の
名
称
・
位

置
な
ど
必
要
事
項
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
で
す
。

【
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
】

―
―
現
行
の
登
録
団
体
の
使

用
料
の
減
額
ま
た
は
免
除
は
。

答
弁

特
定
の
団
体
に
優
先

的
に
と
い
う
規
定
は
設
け
て
い

な
い
。
条
例
設
置
を
す
る
趣
旨

か
ら
も
使
用
料
の
減
額
ま
た
は

免
除
を
し
な
い
運
用
を
図
っ
て

い
く
。

―
―
セ
ン
タ
U
長
の
設
置
の

考
え
は
。

答
弁

事
業
を
推
進
す
る
た

め
の
体
制
は
、
16
年
度
予
算
編

成
の
中
で
細
部
を
詰
め
、
検
討

し
た
い
。

―
―
条
例
案
第
２
条
に
あ
る

５
つ
の
事
業
（
情
報
お
よ
び
学

習
機
会
の
提
供
・
団
体
お
よ
び

個
人
の
相
互
交
流
の
場
と
し
て

活
用
す
る
こ
と
・
セ
ン
タ
U
の

施
設
の
提
供
な
ど
）
は
、
ど
こ

が
行
う
の
か
。

答
弁

今
後
の
予
算
編
成
の

中
で
十
分
検
討
し
た
い
。

東
久
留
米
市
議
会
議
員
に
支

給
す
る
期
末
手
当
の
特
例
に
関

す
る
条
例
は
、
議
員
提
出
議
案

と
し
て
12
月
５
日
の
本
会
議
に

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

本
案
は
、
提
案
者
を
含
め
た

７
人
の
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
、

「
本
市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を

踏
ま
え
、
市
議
会
議
員
と
し
て

の
姿
勢
を
明
確
に
す
る
た
め
」

と
い
う
理
由
に
よ
り
、
12
月
に

支
給
す
る
期
末
手
当
を
０
・
６

カ
月
減
額
し
、
２
・
４
カ
月
と

す
る
も
の
で
、
平
成
15
年
12
月

31
日
限
り
で
そ
の
効
力
を
失
う

と
い
う
も
の
で
す
。
採
決
の
結

果
、
全
員
賛
成
で
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

東
久
留
米
市
議
会
議
員
の
定

数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
は
、
議
員
提
出
議
案
と
し
て

12
月
５
日
の
本
会
議
に
提
出
さ

れ
、
議
会
運
営
委
員
会
に
付
託

さ
れ
ま
し
た
。

本
案
は
、
提
案
者
を
含
め
た

３
人
の
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
、

「
昨
今
の
社
会
経
済
状
況
お
よ

び
民
意
を
考
慮
し
、
あ
わ
せ
て

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
」

と
い
う
理
由
に
よ
り
、
議
員
定

数
を
減
員
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。
改
正
の
内
容
は
、
現
在
24

人
の
議
員
定
数
を
４
人
減
員
し

20
人
と
し
、
次
の
一
般
選
挙
か

ら
適
用
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

12
月
19
日
の
議
会
運
営
委
員

会
で
は
、
さ
ら
な
る
議
論
が
必

要
と
の
動
議
が
提
出
さ
れ
、
賛

成
多
数
で
継
続
審
査
と
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
議
案
提
出
そ
の

も
の
に
反
対
す
る
な
ど
の
意
見

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
同
日
の
本
会
議
に

お
い
て
も
、
賛
成
多
数
で
継
続

審
査
と
な
り
ま
し
た
。

地
方
自
治
法
で
は
、
本
市

（
人
口
10
万
人
以
上
20
万
人
未

満
）
の
場
合
、
上
限
は
34
人
で

す
が
、
定
数
は
、
各
自
治
体
で

定
め
る
と
し
て
い
ま
す
。

を
踏
ま
え
た
と
発
言
し
て
い
る

が
、
そ
の
根
拠
、
②
弁
当
併
用

ス
ク
U
ル
ラ
ン
チ
方
式
で
、
市

の
栄
養
士
が
民
間
の
調
理
場
に

ど
の
よ
う
に
立
ち
会
う
の
か
。

答
弁

①
平
成
15
年
第
２
回

定
例
会
で
、
市
直
営
の
安
全
な

給
食
の
実
施
を
求
め
る
陳
情

を
、
議
会
が
不
採
択
と
し
た
こ

と
は
、
大
き
な
状
況
の
変
化
と

認
識
。
そ
う
し
た
中
で
実
施
計

画
と
同
等
の
効
果
等
を
研
究
す

る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
教
育

委
員
会
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
②
衛
生
管
理
基
準
を
含

め
、
細
部
に
わ
た
る
基
準
を
設

け
た
仕
様
書
に
よ
り
業
務
委
託

を
す
る
。

東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
は
、
12
月
11
日
の
総
務
委
員

会
で
審
査
さ
れ
、
12
月
19
日
の

本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

本
案
は
、
東
久
留
米
市
国
民

健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
答
申

を
踏
ま
え
、
16
年
度
以
降
の
国

民
健
康
保
険
（
以
下
「
国
保
」

と
い
う
。
）
の
被
保
険
者
に
係

る
所
得
割
額
・
均
等
割
額
・
世

帯
別
平
等
割
額
お
よ
び
課
税
限

度
額
を
改
め
る
と
と
も
に
、
国

保
税
の
軽
減
措
置
の
拡
充
を
す

る
も
の
で
す
。

【
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
】

―
―
低
所
得
者
層
に
対
し

て
、
負
担
増
を
抑
え
ら
れ
な
い

か
。答

弁

国
保
の
制
度
設
計
と

し
て
は
、
応
能
（
所
得
割
額
・
資

産
割
額
）
・
応
益（
均
等
割
額
・

平
等
割
額
）
割
合
と
軽
減
措
置

が
セ
ッ
ト
に
さ
れ
、税
収
減
は
、

保
険
基
盤
安
定
負
担
金
で
見
込

め
る
。
応
能
・
応
益
割
合
が
55

対
45
に
届
か
な
い
と
、
低
所
得

者
に
重
い
負
担
を
願
う
こ
と
に

な
り
、
同
負
担
金
の
増
加
が
見

込
め
な
い
こ
と
に
な
る
。

―
―
賦
課
限
度
額
を
国
基
準

と
す
る
理
由
は
。

答
弁

53
万
円
が
国
基
準
だ

が
、
26
市
中
、
半
数
以
上
が
実

施
し
て
い
る
。
国
の
基
準
と
し

て
、
応
能
・
応
益
割
合
50
対
50

も
国
基
準
で
あ
る
。
今
回
提
案

の
応
益
割
合
45
％
を
越
え
る
案

が
軽
減
措
置
の
拡
充
が
図
ら
れ

る
最
低
ラ
イ
ン
と
い
う
こ
と
で

提
案
し
て
い
る
。

―
―
今
回
の
改
定
を
し
て

も
、
ま
だ
10
億
円
の
不
足
。
高

齢
社
会
を
迎
え
、
医
療
費
が
２

億
円
ず
つ
伸
び
て
い
く
と
な
る

と
一
自
治
体
で
の
運
営
は
不
可

能
で
は
な
い
か
。
東
京
都
市
長

会
等
を
通
じ
て
努
力
を
願
い
た

い
が
。

答
弁

何
ら
か
の
措
置
を

と
、
努
力
し
て
い
き
た
い
。

平
成
15
年
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
５
日
か
ら
19
日
の
15
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
閉
会
中
の
特
別
委
員
会
で
審
査
さ
れ
た
平
成
14
年
度
一
般
会
計
お
よ
び
国
民
健

康
保
険
・
老
人
保
健
・
介
護
保
険
・
下
水
道
事
業
・
受
託
水
道
事
業
の
５
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出

決
算
を
審
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
認
定
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
市
長
提
出
議
案
17
件
、
議
員
提
出
議
案

14
件
（
意
見
書
案
11
件
含
む
）
、
請
願
６
件
、
陳
情
24
件
を
審
議
し
ま
し
た
（
結
果
は
、
４
面
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）。

平
成
14
年
度
一
般
会
計
お
よ

び
５
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

は
、
12
名
の
委
員
に
よ
る
決
算

特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
仲
隆

広
委
員
長
（
公
明
党
）
、
並
木

克
巳
副
委
員
長
（
自
民
・
市
民

ク
ラ
ブ
）
の
下
で
、
11
月
10

日
・
11
日
・
12
日
の
３
日
間
に

わ
た
り
慎
重
に
審
査
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

審
査
は
、
会
派
代
表
に
よ
る

総
括
質
疑
、
予
算
科
目
別
の
質

疑
（
款
別
審
査
）
の
後
、
採
決

し
、
一
般
会
計
と
下
水
道
事

業
・
受
託
水
道
事
業
の
２
特
別

会
計
は
、
賛
成
多
数
で
、
国
民

健
康
保
険
・
老
人
保
健
・
介
護

保
険
の
３
特
別
会
計
は
、
全
員

賛
成
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。

12
月
５
日
の
本
会
議
で
は
、

各
会
派
の
意
見
表
明
の
後
、
採

決
し
た
と
こ
ろ
委
員
会
で
の
賛

否
と
同
様
に
認
定
さ
れ
ま
し

た
。【

一
般
会
計
】

◆
総
括
質
疑

―
―
14
年
度
決
算
の
、
①
評

価
と
、
②
今
後
の
行
財
政
運
営

に
つ
い
て
伺
う
。

答
弁

①
歳
入
が
減
収
し
、

歳
出
で
は
、
義
務
的
経
費
が
圧

迫
し
、
厳
し
い
決
算
と
総
括
す

る
の
が
至
当
と
考
え
る
。
そ
う

し
た
中
、
行
政
評
価
制
度
の
導

入
、
懸
案
の
３
事
業
の
道
筋
等

を
明
ら
か
に
し
た
。
所
期
の
結

果
を
得
た
と
考
え
て
い
る
。
②

受
益
と
負
担
の
関
係
を
検
証
す

る
な
ど
、
具
体
の
行
動
に
移
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
行
政
サ

U
ビ
ス
の
ス
タ
ン
ダ
U
ト
を
再

構
築
し
、
質
を
確
保
し
つ
つ
コ

ス
ト
削
減
と
歳
入
の
確
保
を
図

っ
て
い
き
た
い
。

―
―
一
般
会
計
か
ら
国
民
健

一

般

会

計
賛

成

多

数

で

認

定

一

般

会

計
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成

多

数

で

認

定

一

般
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成
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一
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一
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一
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を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
可
決

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
を
一
部
改
正

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
別
条
例
を
可
決
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
継
続
審
査
　

平成14年度決算を認定

今　号　の
内容案内


